
 

５－１議案第１２号概要 

【参考資料】  

 

議案第１２号 朝霞市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例  

 

こども・健康部こども未来課 

 

 

１ 改正の目的  

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）が改正され、本条例で

引用している子ども・子育て支援法の条項にずれが生じたため、改正を行う

ものです。  

 

２ 改正内容  

条例第２条及び第３条において、子ども・子育て支援法第７７条第１項を

引用していますが、法改正により、第７７条が第７２条となったため、引用

条項の改正を行うものです。  

 

３ 施行年月日  

  令和５年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当  こども・健康部こども未来課こども未来係  

電話  ０４８（４６３）２９３０（直通） 


